
高齢者介護課　☎ 57-8510

高齢介護だより
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「地域包括ケアシステム」
の実現に向けて取り組みます！

第６期介護保険事業計画では

　　地域包括ケアシステムとは、介護が必要に

なった高齢者が、住み慣れた自宅や地域で

暮らし続けられるように、医療・介護・介護予

防・生活支援・住まいの５つのサービスを、一

体的に受けられる支援体制のことです。

　　香南市では『安全で安心して暮らせるよう

に、地域のなかに助け合い支え合いがある、

心豊かなまちづくり』を基本理念として、健

康で生きがいを持ち、安心して高齢期を過ご

せるように取り組みを進めていきます。

　介護保険制度は定着してきま

したが、介護サービスの費用も

増加してきています。６５歳以上の

人の保険料は、介護サービス給

付費がまかなえるように算出し

ています。

　また、一人ひとりの負担が少し

でも小さくなるように、基金の

取り崩しを予定しています。

　第６期（平成２７年度～平成２９

年度）の６５歳以上の人の保険料

基準額は　５，２００円（月額）です。

　　この基準額を基にして、所得

に応じた負担額となるよう、１０

段階の保険料に分けています。

※今年度の一人ひとりの保険料額

　　は７月に確定して通知します

交付金　5.0％

国・県負担金
　  32．5％

市負担金
　12．5％

保険料負担
（４０～６４歳）
　　28．0％

保険料負担
（６５歳以上）
　　22．0％

介護サービスの負担割合
介護保険料が変わります

▲

！

活動の場を提供 多様なサービスを提供

介護ケア
　サービスの提供

入所・通所
医療ケア
　サービスの提供

通院・入院

いつまでも元気で暮らすために

住まいま住まい住まい住まい住まい

暮らすために

一人ひとりをみんな

でケアしていくこと

が、地域包括ケア

システムの姿です。

介 護

介護予防介護予防

生活支援生活支援

医 療医 療 介 護

介護が必要になったら…介護が必要になったら…病気になったら…病気になったら…

①在宅医療・介護連携の推進
医師会や県などと、地域の

医療、介護、福祉の連携の仕

組みづくりを進めます。

②認知症施策の推進
「認知症地域支援推進員」を

配置し、認知症の早期診断、

早期対応に取り組みます。

③地域ケア会議の開催
自立支援を目指した、個

人ごとのケアプランづく

りを進めます。

④生活支援サービスの
　　充実・強化

支援員を配置し、高齢者

の生活をサポートしてい

きます。

⑤予防給付の見直し
要支援の認定を受けた人

を対象に、新しい介護予

防事業に取り組みます。

つの重点施策に
取り組みます
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皆さまの参加を

お待ちしています！

■入場無料

５／３１（日）　〈開場〉１１:３０　〈開演〉１２:００日程

のいちふれあいセンター
サンホール

場所

■問い合わせ／山中　恵子　080ー6383ー0894

宮地流伸竹会おどり
２５周年記念 発表会

■チケット／全席自由

　《前売り》一般　８００円、　中学生以下　５００円

　《当　日》一般　１,０００円、　中学生以下　７００円

■チケット販売所／夜須中央公民館、野市中央公民館、

　　　　　　　　野市図書館、香我美図書館、弁天座

■問い合わせ／夜須中央公民館　54ー2121

場所

日程６／１３（土）
　●１０:００
　●１４:００
　●１８:００

映画“妖怪ウォッチ”
「誕生の秘密だニャン！」

夜須中央公民館夜須中央公民館
マリンホールマリンホール
夜須中央公民館
マリンホール

■入場無料

高知駐屯地一般開放

　装備品の展示や模擬戦闘訓練、模擬売店などします。

※駐屯地内には駐車できません。公共交通機関およびシャトルバ

スをご利用ください。車でお越しの方は駐屯地付近に駐車場を用

意しています。危害防止のため、ペットや危険物の持ち込みは禁止

■問い合わせ／陸上自衛隊　高知駐屯地広報　55ー3171

５／１７（日）
１０:００～１５:００　〈開場〉８:００

日程

高知駐屯地（香我美町3390）場所

高知駐屯地創立高知駐屯地創立４９４９周年周年
第５０５０普通科連隊普通科連隊
創隊９隊９周年周年

記念行事記念行事

高知駐屯地創立４９周年
第５０普通科連隊
創隊９周年

記念行事

　交通事故による死者数は年々減少傾向にあるものの、平成２５年の事

故発生件数は約６３万件、死傷者数は約７９万人と、国民の誰もが交通事

故の被害者にも加害者にもなりえる、極めて深刻な状況となっていま

す。交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者に

とっても悲惨な結果をもたらすものです。

　自賠責保険・共済は、すべての車・バイク１台ごとに加入が義務付け

られており、加害者の賠償責任を担保することで、被害者の基本的な賠

償を保障する制度であり、被害者の救済を目的としています。

　一人ひとりが、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金

の支払いの仕組みなどを十分に理解・認識することがとても大切です。

〟自賠責があなたと家族を守ります自賠責があなたと家族を守ります〝

自賠責保険・自賠責共済のご案内
自賠責保険・共済

は、万一の自動車事

故の際の基本的な対

人賠償を目的として、自動車損害賠償

保障法に基づき、原動機付自転車を含む

すべての自動車に加入が義務付けられて

います。自賠責保険・共済なしで運行する

ことは法令違反ですのでご注意ください。

　四輪車はもちろんですが、特に車検制度

のない２５０㏄以下のバイク（原動機付自転

車・軽二輪自動車）は、有効期限切れ、か

け忘れにご注意を！

　自賠責制度の詳しい内容はホームページ

「http://www.jibai.jp」でご覧になれます。
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人賠償を目的として

自賠責保
険・

共済なしで
の運行は

法律違反
です！

■問い合わせ／／国土交通省四国運輸局　高知運輸支局　輸送・監査部門　088-866-7311

17２０１５.５ 16 ２０１５.５


